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平成26年

○平成5年 強度行動障害者特別処遇事業
○平成10年 強度行動障害特別加算費
○平成18年10月 重度障害者支援加算（Ⅱ）（15点以上）
○平成26年4月 重度障害者支援加算（Ⅱ）（8点以上→支援区分10点以上）
○平成27年4月 重度障害者支援加算（Ⅱ）（研修義務付 体制加算＋個人加算）

平成17年
発達障害者支援センター

平成14年
自閉症・発達障害
支援センター創設

昭和55年 第1種・第2種自閉症児施設
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強度行動障害の施策の経過
昭和55年 令和3年

○平成5年
知的障害者
ガイドヘルパー制度
○平成15年 移動介護
○平成18年

市町村地域生活支援事業・
移動支援事業
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○平成17年 行動援護開始（対象者基準 てんかん＋他9項目において10点以上）

○平成18年10月行動援護（区分3以上 てんかん他11項目において10点以上）

○平成20年4月行動援護（区分3以上 てんかん＋他11項目において8点以上）

○平成26年4月行動援護（支援区分3以上 てんかん＋他11項目において10点以上）

○平成26年4月重度訪問介護 対象拡大（区分４以上 てんかん＋他11項目において10点以上）

○平成30年4月重度訪問介護 訪問先の拡大（入院中のコミュニケーション支援）

利用者 H19.11 3204人 H20.4 3296人 H22.1  4528人 R1.12  11,824人 R2.12  11,159人
事業所数 739事業所 901事業所 1,787事業所 1,811事業所

利用者 H23.4  2432人 H24.4  8667人 R1.12  19,670人 R2.12  21,054人
施設数 308施設 638施設 892施設 939施設
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→
平成26年 発達障害者地域支援マネジャー

平成平成平成平成令和
25年 26年 27年 30年 3年

重
度
障
害
者
支
援
加
算
見
直
し
（
研
修
義
務
づ
け
）

○平成18年10月短期入所・共同生活援助 重度障害者支援加算
○平成27年4月短期入所・共同生活援助 重度障害者支援加算（研修義務付・拡充）
○平成30年4月日中サービス支援型グループホームの創設

○令和3年4月（主なもの）
重度障害者支援加算（Ⅱ） アセスメント期間の見直し

90日間＋700単位 → 180日間＋500単位
グループホーム 区分6以上 → 区分4以上
生活介護 施設入所支援の外部通所者に算定可
障害児支援 個別サポート加算（Ⅰ）（Ⅱ）新設 等
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短期入所 H23.4 780人 H24.4  1164人 R1.12  5,407人 R2.12  4,584人
共同生活援助 113人 399人 3,316人 3,818人



「強度行動障害」に関する対象者の概要

行動援護
12,117人

短期入所（重度障害者支援加算） 4,994人
施設入所支援（重度障害者支援加算Ⅱ） 21,933人
福祉型障害児入所施設（強度行動障害児特別支援加算） 15人

共同生活援助（重度障害者支援加算Ⅰ）4,618人
（重度障害者支援加算Ⅱ）2,759人

行動障害関連の障害福祉サービス・障害児支援の利用者
（国民健康保険団体連合会データ）

のべ６８，９０６人（令和３年１０月時点）

（参考）平成26年度からは、重度訪問介護についても、行動援護等の基準と同様の対象者に対して支援を提供することが可能となっている。

（行動援護、共同生活援助、短期入所、生活介護等を重
複して利用する場合があるため、のべ人数としている）

重度訪問介護
1,079人

放課後等デイサービス（強度行動障害児支援加算）3,451人
児童発達支援（強度行動障害児支援加算） 307人

生活介護（重度障害者支援加算）
17,633 人

「強度行動障害」とは
自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊

す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要
になっている状態のこと。

「支援の対象者」については
障害福祉サービスを受ける際に行う障害支援区分の調査に併せて把握する「行動関連項目」（福祉型障害児入所施設の場合は強度行

動障害判定基準表」）を用いて判定し、一定の点数以上となる人（24点中10点）に対して手厚い支援（下記の図参照）が提供される。
強度行動障害にいたる前からの支援や行動改善が見られた後における継続的な支援が提供できるようにするため、「行動援護」は平

成20年、「共同生活援助、短期入所、施設入所支援の重度障害者支援加算」は平成24年に対象者判定の基準点を引き下げたところ。
また平成３０年度報酬改定において、生活介護についても「重度障害者支援加算」の対象とし、障害児通所支援については「強度行

動障害児支援加算」を創設した。
さらに令和3年度報酬改定において、グループホームで新たに区分4以上も「重度障害者支援加算」の対象とし、障害者支援施設で実

施する生活介護の外部通所者にも「重度障害者支援加算」を算定可能とする等の拡充を実施した。その結果支援対象者が拡大している。
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平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

 障害者の重度化・高齢化への対応、医療的ケア児への支援や就労支援サービスの質の向上などの課題に対応

 改正障害者総合支援法等（H28.５成立）により創設された新サービスの報酬・基準を設定

 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率：＋0.47％

１．重度の障害者への支援を可能とするグループホームの新たな
類型を創設

２．一人暮らしの障害者の理解力、生活力等を補うための支援を
行う新サービス（前回の法改正に伴うもの）、「自立生活援
助」の報酬を設定

３．地域生活支援拠点等の機能強化

４．共生型サービスの基準・報酬の設定

１．人工呼吸器等の使用や、たん吸引などの医療的ケアが必要な
障害児が、必要な支援を受けられるよう、看護職員の配置を評
価する加算を創設

２．障害児の通所サービスについて、利用者の状態や事業所の
サービス提供時間に応じた評価を行う

３．障害児の居宅を訪問して発達支援を行う新サービス（前回の
法改正に伴うもの）、「居宅訪問型児童発達支援」の報酬を設
定

障害者の重度化・高齢化を踏まえた、
地域移行・地域生活の支援

医療的ケア児への対応等

精神障害者の地域移行の推進

１．一般就労への定着実績等に応じた報酬体系とする

２．一般就労に移行した障害者に生活面の支援を行う新サービス
（前回の法改正に伴うもの） 、「就労定着支援」の報酬を設定

就労系のサービスにおける工賃・賃金の向上、
一般就労への移行促進

１．計画相談支援・障害児相談支援における質の高い事業者の評
価

２．送迎加算の見直し

障害福祉サービスの持続可能性の確保

１．長期に入院する精神障害者の地域移行を進めるため、グルー
プホームでの受入れに係る加算を創設

２．地域移行支援における地域移行実績等の評価

３．医療観察法対象者等の受入れの促進
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○ 障害者の重度化・高齢化に対応できる共同生活援助の新たな類型として、「日中サービス支援型共同生活援助」
（以下「日中サービス支援型」という。）を創設。

○ 日中サービス支援型の報酬については、重度の障害者等に対して常時の支援体制を確保することを基本とする。
なお、利用者が他の日中活動サービスを利用することを妨げることがないような仕組みとする。

○ 従来の共同生活援助よりも手厚い世話人の配置とするため、最低基準の５：１をベースに、４：１及び３：１の
基本報酬を設定。

○ 日中サービス支援型共同生活援助（１日につき）
・ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費（Ⅰ）

※ 世話人の配置が3:1の場合
(1) 区分６ 1,098単位
： ： ：

※ このほか、看護職員を常勤換算で1名以上配置した場合の加算を創設（看護職員配置加算 70単位／日）

○ 住まいの場であるグループホームの特性（生活単位であるユニットの定
員等）は従来どおり維持しつつ、スケールメリットを生かした重度障害者
への支援を可能とするため、１つの建物への入居を２０名まで認めた新た
な類型のグループホーム。

○ 地域における重度障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供するため、短期
入所の併設を必置とする。

2～10人

短期入所１～5人

2～10人

＋

重度の障害者への支援を可能とするグループホームの新たな類型の創設（日中サービス支援型）
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○ 地域生活支援拠点等は、障害者の重度化・高齢化や「親
亡き後」を見据え、障害者の生活を地域全体で支えるため、
居住支援のためのサービス提供体制を、地域の実情に応じ
て整備するもの。

○ 第５期障害福祉計画（平成30年度～32年度）では、平成
32年度末までに「各市町村又は各障害保健福祉圏域に少な
くとも１カ所の整備」を基本。

※参考：平成29年9月時点における整備状況 42市町村、11圏域
平成29年度末までに整備予定 117市町村、43圏域

（全国：1,718市町村、352 圏域）

【相談機能の強化】
○ 特定相談支援事業所等にコーディネーターの役割を担う相談支援専門員を配置し、連携

する短期入所への緊急時の受入れの対応を評価。
・ 地域生活支援拠点等相談強化加算 700単位／回（月４回を限度）等

地域生活支援拠点等の機能強化

6

【緊急時の受入れ・対応の機能の強化】
○ 緊急の受入れ・対応を重点的に評価するために、緊急短期入所受入加算の算定要件を見直し。

・ 緊急短期入所受入加算（Ⅰ） 120単位／日 → 180単位／日（利用開始日から7日間を限度）等

【体験の機会・場の機能の強化】
○ 日中活動系サービスの体験利用支援加算を引上げ。

・ 体験利用支援加算 300単位／日 → 500単位／日（初日から５日目まで）
＋50単位／日 ※ 地域生活支援拠点等の場合 等

【専門的人材の確保・養成の機能の強化】
○ 生活介護に重度障害者支援加算を創設。

・ 重度障害者支援加算 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者の配置 7単位／日（体制加算） 等

【地域の体制づくりの機能の強化】
○ 支援困難事例等の課題検討を通じ、地域課題の明確化と情報共有等を行い、共同で対応していることを評価。

・ 地域体制強化共同支援加算 2,000単位／月（月１回限度）

地域生活支援拠点等

【相談】

【緊急時受入れ】

【地域の体制づくり】

【体験の機会】

【専門性】

http://1.bp.blogspot.com/-f4cRl6azU08/V9vCGWazNAI/AAAAAAAA97c/x4V132XbBqkKlIgZoRyKZqsRNEVFBGYnwCLcB/s800/company_character2_wakai.png
http://2.bp.blogspot.com/-ohl41tIW1a0/V2vXoJN4eVI/AAAAAAAA73w/jMiHgV4uFrgQNfjgG9hVSo_5ObhPc0qVACLcB/s800/building_house3.png
http://2.bp.blogspot.com/-CcPxqR5ZwmU/U0pTZFbJGMI/AAAAAAAAfKA/fizLuwMlaH4/s800/tatemono_kaigo_shisetsu.png
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（１）グループホームにおける重度化・高齢化に対応するための報酬の見直し
・ 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者に対する支援の評価 等

（２）自立生活援助の整備を促進するための報酬・人員基準等の見直し

（３）地域生活支援拠点等の整備の促進・機能の充実を図るための加算の創設

（４）生活介護等における重度障害者への支援の評価の見直し
・ 重度障害者支援加算の算定期間の延長及び単位数の見直し 等

（５）質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し
・ 基本報酬の充実 ・ 従来評価されていなかった相談支援業務の評価 等

１ 障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、質の
高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等

○ 障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、相談支援の質の向上、効果的な就労支援、医療的ケア児への
支援などの障害児支援の推進、感染症等への対応力の強化などの課題に対応

○ 令和３年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率：＋０．５６％

（１）就労移行支援・就労定着支援の質の向上に資する報酬等の見直し
・ 一般就労への移行の更なる評価 等 ・ 定着実績を踏まえたきめ細かな評価 等

（２）就労継続支援Ａ型の基本報酬等の見直し（スコア方式の導入）

（３）就労継続支援Ｂ型の基本報酬等の見直し（報酬体系の類型化）

（４）医療型短期入所における受入体制の強化
・ 基本報酬の充実 ・ 医療的ケアを必要とする障害児を利用対象者に位置付け

２ 効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細かな対応

（１）医療的ケアが必要な障害児に対する支援の充実
・ 新判定スコアを用いた基本報酬の創設 ・ 看護職員加配加算の算定要件の見直し

（２）放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し
・ 基本報酬区分の見直し ・ より手厚い支援を評価する加算の創設（(３)も同様）

（３）児童発達支援の報酬等の見直し

（４）障害児入所施設における報酬・人員基準等の見直し
・ 人員配置基準の見直し ・ ソーシャルワーカーの配置に対する評価

３ 医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進

・ 自立生活援助における夜間の緊急対応・電話相談の評価

・ 地域移行支援における地域移行実績の更なる評価

・ 精神障害者の可能な限り早期の地域移行支援の評価

・ 精神保健医療と福祉の連携の促進

・ 居住支援法人・居住支援協議会と福祉の連携の促進

・ ピアサポートの専門性の評価

４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進

（１）日頃からの感染症対策の強化や業務継続に向けた取組の推進
・ 感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底（委員会開催、指針

の整備、訓練の実施）
・ 業務継続に向けた取組の強化（業務継続計画の策定・研修及び訓練の実施）
・ 地域と連携した災害対応の強化（訓練に当たっての地域住民との連携）

（２）支援の継続を見据えた障害福祉現場におけるＩＣＴの活用
・ 運営基準や報酬算定上必要となる会議等について、テレビ電話等を用いた
対応を可能とする。

５ 感染症や災害への対応力の強化

（１）医療連携体制加算の見直し
・ 医療的ケア等の看護の濃度を考慮した加算額の設定

（２）障害者虐待防止の更なる推進、身体拘束等の適正化の推進
・ 虐待防止委員会の設置 ・ 身体拘束等の適正化のための指針の整備

（３）福祉・介護職員等特定処遇改善加算等の見直し
・ より柔軟な配分ルールへの見直しによる加算の取得促進
・ 処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)等の廃止 ・ 加算率の見直し

（４）業務効率化のためのＩＣＴの活用（再掲）

（５）その他経過措置の取扱い等
・ 食事提供体制加算の経過措置の延長
・ 送迎加算の継続（就労継続支援Ａ型、放課後等デイサービス）

６ 障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス
提供を行うための報酬等の見直し

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
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グループホームにおける重度障害者の受入体制を整備するため、障害支援区分４以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加える。

グループホームにおける重度化・高齢化への対応

入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう、
・夜間支援等体制加算（Ⅰ）を入居者の障害支援区分に応じたメリハリのある加算に見直した上で、
・夜間支援等体制加算（Ⅰ）による住居ごとの常駐の夜勤職員に加えて、更に事業所単位で夜勤又は宿直の職員を追加配置した場合の加算を創設。

グループホームにおける医療的ケアが必要な者に対する支援につ
いて、看護職員を配置するグループホームに対する加算を創設。

【新設】医療的ケア対応支援加算 120単位／日

①重度障害者支援加算の対象者の拡充（強度行動障害を有する者に対する評価）

⑤夜間支援等体制加算の見直し

重度障害者支援加算（Ⅰ）360単位／日 ※ 重度障害者等包括支援の対象者（区分６かつ意思疎通が困難である等の一定の要件を満たす者）

【新設】重度障害者支援加算（Ⅱ）180単位／日 ※区分４以上の強度行動障害を有する者

【新設】強度行動障害者体験利用加算 400単位／日

強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて体験利
用を行う場合に、強度行動障害支援者養成研修又は行動援護従業者養成研修の
修了者を配置するグループホームに対する加算を創設。

※重度障害者の個人単位のホームヘルパーの利用の経過措置については、重度障害者の受入体制を確保する観点から引き続き継続。

夜間支援等体制加算（Ⅰ）・住居ごとの夜勤職員を配置 ※１

夜間支援等体制加算（Ⅱ）・宿直職員を配置

夜間支援等体制加算（Ⅲ）・警備会社への委託等

②医療的ケアが必要な者に対する評価 ③強度行動障害を有する者の受入促進（体験利用の評価）

【新設】夜間支援等体制加算（Ⅳ）・事業所単位で夜勤職員を追加配置

【新設】夜間支援等体制加算（Ⅴ）・事業所単位で夜勤職員（夜間の一部時間）を追加配置

【新設】夜間支援等体制加算（Ⅵ）・事業所単位で宿直職員を追加配置

※１ 夜間支援等体制加算（Ⅰ）の見直し
（例）利用者が５人の場合 【現行】（区分に関わらず）269単位／日 ⇒ 【見直し後】区分４以上：269単位／日 区分３：224単位／日 区分２以下：179単位／日

※２【新設】夜間支援等体制加算（Ⅳ）（Ⅴ）（Ⅵ）
（例）利用者が15人以下の場合 夜間支援等体制加算（Ⅳ）60単位／日 夜間支援等体制加算（Ⅴ）30単位／日 夜間支援等体制加算（Ⅵ）30単位／日

（Ⅰ）に上乗せで
加算 ※２

「日中サービス支援型グループホーム」の基本報酬について、重度障害者の受入れのインセンティブが働くようメリハリのある報酬体系に見直し。

④基本報酬の見直し

（例）日中サービス支援型共同生活援助サービス費（Ⅰ）

【現 行】区分６:1,104単位／日、区分５：988単位／日、区分４：906単位／日、区分３：721単位／日

【見直し後】区分６:1,105単位／日、区分５：989単位／日、区分４：907単位／日、区分３：650単位／日

※ 介護サービス包括型・外部サービス利用型の基本報酬についても、重度障害者に配慮しつつ、経営の実態等を踏まえて見直し。

8

http://1.bp.blogspot.com/-kiikkD3TDgQ/VUIHPEYsqjI/AAAAAAAAtKI/PKTYRonIv0E/s800/job_nurse_pants.png


〇 地域生活支援拠点等の整備の促進や機能の充実を図るため、市町村が地
域生活支援拠点等として位置付けた短期入所事業所や緊急対応を行う訪問
系サービス等について、地域生活支援拠点等としての役割を評価する加算
を創設。

地域生活支援拠点等

【相談】

【緊急時受入れ】

【地域の体制づくり】

【体験の機会】

【専門性】

【新設】
○ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者

等包括支援 ＋50単位／回 ※地域生活支援拠点等の場合

○ 自立生活援助、地域定着支援
＋50単位／日 ※地域生活支援拠点等の場合

・緊急時対応加算、緊急時支援加算（Ⅰ）又は緊急時支援費（Ⅰ）
を算定した場合、更に＋50単位を上乗せ。

地域生活支援拠点等の整備の促進・機能の充実

＜地域生活支援拠点について＞
・ 地域生活支援拠点等は、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者の生活を
地域全体で支えるため、居住支援のためのサービス提供体制を、地域の実情に応じて整備する
もの。

・ 第６期障害福祉計画（令和３年度～令和５年度）では「令和５年度末までの間、各市町村又
は各圏域に１つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年１回以上
運用状況を検証及び検討することを基本」としている。

（参考）全国1,741市町村の整備状況 ※速報値であり変更がありうる
令和２年4月時点における整備状況 468市町村（うち、圏域整備： 65圏域268市町村）
令和２年度末時点における整備見込 1,107市町村（うち、圏域整備：141圏域567市町村）

市町村が地域生活支援拠点等として位置付けた訪問系サービス事業
所等について、緊急時の対応を行った場合に加算。

市町村が地域生活支援拠点等として位置付けた短期入所事業所につい
て、短期入所を行った場合に加算（緊急時の受入れに限らない）。

緊急時における対応機能の強化（訪問系サービス等） 緊急時のための受入機能の強化（短期入所）

【新設】

○ 短期入所 ＋100単位／日 ※地域生活支援拠点等の場合

・短期入所のサービス利用の開始日に加算。

（参考）地域生活支援拠点等に係るその他の主な加算（平成30年度～）
（計画相談支援・障害児相談支援）地域生活支援拠点等相談強化加算 700単位／回（月４回限度）、地域体制強化共同支援加算2,000単位／月（月１回限度）
（地域移行支援）障害福祉サービス体験利用支援加算 ＋50単位／日 ※地域生活支援拠点等の場合
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○ 強度行動障害を有する者が、障害者支援施設が実施している生活介護を通所で利用している場合であって、当該利

用者に対する支援計画を作成し、当該計画に基づいて支援を実施している場合には、重度障害者支援加算の算定を可

能とする。

・ 強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者を１人以上配置し、支援計画を作成する体制を整備 ７単位／日

・ 強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者が、実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有す

る者に対して個別の支援を実施 180単位／日

２．生活介護（強度行動障害関係）

３．生活介護（重症心身障害者関係）

○ 重症心身障害者の受入を評価するため

・ 人員配置体制加算（Ⅰ）※直接処遇職員を1.7:1以上配置

・ 常勤看護職員等配置加算（Ⅲ）※常勤換算で看護職員を３人以上配置

を算定している場合に、両加算の要件を超える人員配置をしている場合に加算を算定可能とする。

重度障害者支援加算の見直し（生活介護・施設入所支援）

○ 強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行う場

合の、利用者の状態確認や利用者が環境の変化に適応す

るためのアセスメント期間を一定程度見直し、加算算定

期間の延長及び加算の単位数を見直す。

・算定期間：（現行） 90日 →（改正後） 180日

・単位数： （現行）700単位 →（改正後）500単位

１．共通事項

500
単位

700
単位

支援開始 180日90日

現行の仕組み

見直し後の仕組み

人員配置体制加算
常勤看護職員等配置加

算

重度障害者支援加算

体制の評価の上乗せ
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障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、緊急時の受け
入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を、地域の実

情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。

地域生活支援拠点等の整備について

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

体験の機会・場

多機能拠点整備型 面的整備型

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター
等

専門性 地域の体制づくり

障害福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター 短期入所

相談支援事業所

日中活動サービス
事業所

地域の体制づくり

専門性

コーディネーター

市町村（圏域）

① 支援者の協力体制の確保・連携 ② 拠点等における課題等の把握・活用 ③ 必要な機能の実施状況の把握

都道府県

バックアップ ・ 整備、運営に関する研修会等の開催
・ 管内市町村の好事例（優良事例）の紹介
・ 現状や課題等を把握、共有

※令和３年４月１日時点 ９２１市区町村（５３％）で整備済み（全国１７４１市区町村）
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